
負担金を減らすための要件を大幅に緩和しました。

ここが変わります。

(注1)中山間地域等の条件不利地域ではさらに要件が１／２に緩和されます。

合算総償還額(注2)が44,000円/10a以上
又は740,000円／戸以上であること。

（３）担い手者数の増加要件

目標までに7.5ポイント以上増加。

（１）、（２）、（３）のいずれかを満たすこと。

農家負担要件担い手への農地集積要件

土地改良区の皆様へ

※担い手育成農地集積事業、水田・畑作経営所得対策等支援事業の採択地区は対象となりません。

(注1)

～経済危機対策で、より多くの農家の負担金が減ります～

今回の経済危機対策では、平成２１年度からスタートした土地改良負担金
を７年間無利子化する経営安定対策基盤整備緊急支援事業より、幅広く
農家を支援するため、

１．担い手への農地利用集積要件、農地面的集積要件、担い手者数
の増加要件が１／２に緩和されます。

２．農家負担要件が１／２に緩和されます。

該当する農家の土地改良負担金は３年間無利子化されます。

要件はこうなります。

経済危機対策についての詳細や手続の方法については、都道府県土地改良事業団体連合会までお問い
合わせください。（各連合会の電話番号はうら面へ）

支援を受けるためには、「担い手への農地集積要件」と「農家負担要件」を
満足することが必要です。

問い合わせ先

（２）担い手への農地面的集積要件
事業実施前 目　標

① 3.3%未満 5%以上へ

② 3.3～8.8%未満 1.8ﾎﾟｲﾝﾄ以上増加

③ 8.8～9.6%未満 10.5%以上へ
④ 9.6～15.7%未満 0.9ﾎﾟｲﾝﾄ以上増加

⑤ 15.7～16.6%未満 16.6%以上へ

⑥ 16.6%以上 シェアを増加

⑦ 100% 100%を維持

事業後

土地利用の秩序化

農地をまとめて、担い手
の経営面積が増加

事業前

(注2)合算総償還額とは、現在負担金の償還を行っている事業に係る
過去に支払った分を含めた全ての負担金を合計した金額です。

担い手への農地集積のイメージ

土地改良負担金償還特別緊急支援対策のお知らせ

経済危機対策

（１）担い手への農地利用集積要件

事業実施前 目 標

① 5%未満 7.5%以上へ

② 5～12.5%未満 2.5ﾎﾟｲﾝﾄ以上増加

③ 12.5～13.8%未満 15%以上へ

④ 13.8～22.5%未満 1.2ﾎﾟｲﾝﾄ以上増加

⑤ 22.5～23.7%未満 23.7%以上へ

⑥ 23.7%以上 シェアを増加

⑦ 100% 100%を維持

農-農-３４



負担金を減らすための要件を大幅に緩和しました。

ここが変わります。

(注1)中山間地域等の条件不利地域ではさらに
要件が１／２まで緩和されます。

合算総償還額(注2)が44,000円/10a以上
又は740,000円／戸以上であること

（３）担い手者数の増加要件

目標までに7.5ポイント以上増加。

（１）、（２）、（３）のいずれかを満たすこと。

農家負担要件担い手農地集積要件

土地改良区の皆様へ

※担い手育成農地集積事業、水田・畑作経営所得対策等支援事業の
採択地区は対象となりません。

(注1)

～経済危機対策で、より多くの農家の負担金が減ります～

今回の経済危機対策では、平成２１年度からスタートした土地改良負担金
を７年間無利子化する経営安定対策基盤整備緊急支援事業より、幅広く
農家を支援するため、

１．担い手への農地利用集積要件、農地面的集積要件、担い手者数
の増加要件が１／２に緩和されます。

２．農家負担要件が１／２に緩和されます。

該当する農家の土地改良負担金は３年間無利子化されます。

要件はこうなります。

経済危機対策についての詳細や手続の方法については、都道府県土地改良団体連合会までお問い
合わせください。（各連合会の電話番号はうら面へ）

支援を受けるためには、「担い手農地集積要件」と「農家負担要件」を満足
することが必要です。

問い合わせ先

（１）担い手への農地利用集積要件

事業実施前 目　　標
① 5%未満 7.5%以上へ

② 5～12.5%未満 2.5ﾎﾟｲﾝﾄ以上増加

③ 12.5～13.8%未満 15%以上へ

④ 13.8～22.5%未満 1.2ﾎﾟｲﾝﾄ以上増加

⑤ 22.5～23.7%未満 23.7%以上へ

⑥ 23.7.%以上 シェアを増加

⑦ 100% 100%を維持

（２）担い手への農地面的集積要件
事業実施前 目　標

① 3.3%未満 5%以上へ

② 3.3～8.8%未満 1.8ﾎﾟｲﾝﾄ以上増加

③ 8.8～9.6%未満 10.5%以上へ
④ 9.6～15.7%未満 0.9ﾎﾟｲﾝﾄ以上増加

⑤ 15.7～16.6%未満 16.6%以上へ

⑥ 16.6%以上 シェアを増加

⑦ 100% 100%を維持

事業後

土地利用の秩序化

農地をまとめて、担い手
の経営面積が増加

事業前

(注2)合算償還額とは、現在負担金の償還を行っている事業に係る
過去に支払った分を含めた全ての負担金を合計した金額です。

農地利用集積のイメージ

土地改良負担金償還特別緊急支援対策のお知らせ

団　体　名 電話番号 団　体　名 電話番号

北海道土地改良事業団体連合会 011-221-2292 滋賀土地改良事業団体連合会 0748-42-4806

青森土地改良事業団体連合会 017-723-2401 京都土地改良事業団体連合会 075-451-4137

岩手土地改良事業団体連合会 019-631-3200 大阪土地改良事業団体連合会 06-6941-4897

宮城土地改良事業団体連合会 022-263-5817 兵庫土地改良事業団体連合会 078-341-0500

秋田土地改良事業団体連合会 018-888-2750 奈良土地改良事業団体連合会 0742-26-1310

山形土地改良事業団体連合会 023-647-5370 和歌山土地改良事業団体連合会 073-432-2567

福島土地改良事業団体連合会 024-535-0371 鳥取土地改良事業団体連合会 0857-38-9500

茨城土地改良事業団体連合会 029-225-5651 島根土地改良事業団体連合会 0852-32-4141

栃木土地改良事業団体連合会 028-660-5701 岡山土地改良事業団体連合会 086-225-0921

群馬土地改良事業団体連合会 027-251-4105 広島土地改良事業団体連合会 082-502-7476

埼玉土地改良事業団体連合会 048-825-7215 山口土地改良事業団体連合会 083-933-0033

千葉土地改良事業団体連合会 043-241-1711 徳島土地改良事業団体連合会 088-626-3211

東京土地改良事業団体連合会 042-548-0371 香川土地改良事業団体連合会 087-822-0303

神奈川土地改良事業団体連合会 046-231-3242 愛媛土地改良事業団体連合会 089-927-7000

山梨土地改良事業団体連合会 055-235-3653 高知土地改良事業団体連合会 088-823-5576

長野土地改良事業団体連合会 026-233-4281 福岡土地改良事業団体連合会 092-642-1881

静岡土地改良事業団体連合会 054-255-5151 佐賀土地改良事業団体連合会 0952-24-6268

新潟土地改良事業団体連合会 025-286-1111 長崎土地改良事業団体連合会 095-823-3101

富山土地改良事業団体連合会 076-424-3300 熊本土地改良事業団体連合会 096-355-6231

石川土地改良事業団体連合会 076-249-7181 大分土地改良事業団体連合会 097-536-6631

福井土地改良事業団体連合会 0776-23-7777 宮崎土地改良事業団体連合会 0985-24-3022

岐阜土地改良事業団体連合会 058-271-8383 鹿児島土地改良事業団体連合会 099-223-6116

愛知土地改良事業団体連合会 052-551-3611 沖縄土地改良事業団体連合会 098-888-4511

三重土地改良事業団体連合会 059-226-4829
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